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■年金の請求を行うときは、次の事項にご留意ください。

「「年年金金請請求求書書」」はは、、支支給給開開始始年年齢齢にに達達ししててかかららごご提提出出くくだだささいい。。！！

年金の請求手続きのご案内（パンフレット）

～必ずお読みください～

年金を受ける権利が発生したときから５年を過ぎると、法律に基づき、５年を過ぎた分の年金

については、時効により受けられなくなりますのでご注意ください。

○○年年金金のの時時効効ににつついいてて

○○年年金金決決定定にに要要すするる期期間間

国家公務員共済組合連合会では、国家公務員共済組合連合会が「年金請求書」を受付して

からおおむね２か月以内に決定するよう努めております。ただし、書類に不備があった場合

や年金の請求が集中する時期などは、さらに時間を要する場合がありますので、あらかじめ

ご了承ください。

戸戸籍籍やや住住民民票票ななどど公公的的機機関関がが発発行行すするる書書類類はは、、必必ずず支支給給開開始始年年齢齢にに

達達ししててかからら交交付付をを受受けけててくくだだささいい。。
！！

○○障障害害のの状状態態ににああるる方方

厚生年金保険法に定める１級から３級の障害の状態にある方は、特例により年金額が増額と

なる場合がありますので、「年金請求書」をご提出される実施機関へお申出ください。

○○公公務務員員共共済済組組合合以以外外のの年年金金加加入入期期間間ののああるる方方
国家公務員または地方公務員等共済組合以外の年金加入期間のある方は、今回ご提出い

ただく年金請求書をもって、年金加入期間に応じたそれぞれの実施機関が年金の決定および

支給を行います。
※実施機関とは、国家公務員共済組合連合会、日本年金機構、地方公務員共済組合および

日本私立学校振興・共済事業団のことをいいます。

支給開始年齢に達する前に提出された請求書は受け付けることはできません。

●支給開始年齢前に達する前の日付で交付を受けた書類は無効となります。

●支給開始年齢に達した後に交付を受けた場合でも、６か月を過ぎた書類は無効となります。
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　定期支給期月 　　２月  ４月  ６月  ８月  １０月  １２月

 前年の12月分  ２月分  ４月分  ６月分  ８月分

　３月分  ５月分  ７月分  ９月分

  年金は、２月、４月、６月、８月、１０月および１２月の年６回の各定期支給期月に
  それぞれの前々月分および前月分の２か月分が支払われます。

 支払われる年金
１０月分

 １月分 １１月分

年金が支給されるまでの流れ

○「年金請求書」の黄色太枠部分に必要事項をご記入ください。

○配偶者または子がいる場合、「年金請求書」の９、１１ページをご記入ください（「年金請求書」の８、

１０ページの注意事項をご確認ください。）。

○このパンフレットの９ページ以降をご覧のうえ、年金請求に必要な添付書類をご用意ください。

○○戸戸籍籍やや住住民民票票ななどど公公的的機機関関がが発発行行すするる書書類類はは、、必必ずず支支給給開開始始年年齢齢にに達達ししててかからら交交付付をを受受けけててくくだだささいい。。

※※支支給給開開始始年年齢齢にに達達すするる前前のの日日付付でで交交付付をを受受けけたた書書類類はは無無効効ととななりりまますす。。

※※支支給給開開始始年年齢齢にに達達ししたた後後にに交交付付をを受受けけたた場場合合ででもも、、６６かか月月をを過過ぎぎたた書書類類はは無無効効ととななりりまますす。。

２．添付書類の準備

３．「年金請求書」の提出

１．「年金請求書」の確認と必要事項の記入

年金の決定

年金証書・年金決定通知書の発送

当会受付後、約２か月

年金の支給

年金の最初の支給は、原則として

定期支給期月の支給日となりま

すが、既に定期支給期月を経過

しているときは、「年金証書・年金

決定通知書」の発送から、約１週

間後となります。

年金定期支給期月
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　定期支給期月 　　２月  ４月  ６月  ８月  １０月  １２月

 前年の12月分  ２月分  ４月分  ６月分  ８月分

　３月分  ５月分  ７月分  ９月分

  年金は、２月、４月、６月、８月、１０月および１２月の年６回の各定期支給期月に
  それぞれの前々月分および前月分の２か月分が支払われます。

 支払われる年金
１０月分

 １月分 １１月分

年金が支給されるまでの流れ

○「年金請求書」の黄色太枠部分に必要事項をご記入ください。

○配偶者または子がいる場合、「年金請求書」の９、１１ページをご記入ください（「年金請求書」の８、

１０ページの注意事項をご確認ください。）。

○このパンフレットの９ページ以降をご覧のうえ、年金請求に必要な添付書類をご用意ください。

○○戸戸籍籍やや住住民民票票ななどど公公的的機機関関がが発発行行すするる書書類類はは、、必必ずず支支給給開開始始年年齢齢にに達達ししててかからら交交付付をを受受けけててくくだだささいい。。

※※支支給給開開始始年年齢齢にに達達すするる前前のの日日付付でで交交付付をを受受けけたた書書類類はは無無効効ととななりりまますす。。

※※支支給給開開始始年年齢齢にに達達ししたた後後にに交交付付をを受受けけたた場場合合ででもも、、６６かか月月をを過過ぎぎたた書書類類はは無無効効ととななりりまますす。。

２．添付書類の準備

３．「年金請求書」の提出

１．「年金請求書」の確認と必要事項の記入

年金の決定

年金証書・年金決定通知書の発送

当会受付後、約２か月

年金の支給

年金の最初の支給は、原則として

定期支給期月の支給日となりま

すが、既に定期支給期月を経過

しているときは、「年金証書・年金

決定通知書」の発送から、約１週

間後となります。

年金定期支給期月

２

※個人番号（マイナンバー）については、12ページをご確認ください。 ＊
※基礎年金番号（１０桁）で届出する場合は左詰めでご記入ください。

２当座

㉚口座番号（左詰めで記入）

－

㉖金融機関コード ㉘支店コード （フリガナ）

※通帳またはキャッシュカードの写しを添付する場
合または公金受取口座を指定する場合、証明は
不要です。�

番号（右詰めで記入） 金融機関またはゆうちょ銀行の証明欄※

㉗支払局コード 0 1 0 1 6 0 ＊貯蓄貯金口座への振込
　はできません。

㉚貯金通帳の口座番号

記号（左詰めで記入）

様式第101号

（氏） （名）

（氏）

性別

１．男
２．女

㉙預金

　種別

年年金金請請求求書書（（国国民民年年金金・・厚厚生生年年金金保保険険老老齢齢給給付付））

・年金を受ける方が記入する箇所は、 　(黄色）の部分です。
・年金請求書の提出の際には、切り離すことなく冊子のまま、提出してください。
・黒インクのボールペンでご記入ください。
鉛筆や、摩擦に伴う温度変化等により消色するインクを用いたペン等は、使用しないでください。

届書コード

㉓郵便番号

フリガナ

㉔住　　所

（名）

－

市区
町村

7 1 1

年
金
送
金
先

金
融
機
関

ゆ
う
ち

ょ
銀
行

１．金融機関（ゆうちょ銀行を除く)

２．ゆうちょ銀行（郵便局）

３.公金受取口座として登録済の
　 口座を指定

㉕受取機関 フリガナ

昭和　　　　年　　　　月　　　　日

口座名義人
氏名

電話番号２ － －

社会保険労務士の提出代行者欄

（フリガナ）

本店

支店

出張所

本所

支所

フリガナ

㉑氏　　名

建物名

１普通

1ページの氏名フリガナと口座名義人氏名フリガナが

同じであることをご確認ください。

電話番号１ －　　　　　　　－

②生年月日
①個人番号※

（または基礎年金番号）

日中に連絡が取れる電話番号（携帯電話も可）をご記入ください。

予備の電話番号（携帯電話も可）があればご記入ください。

銀行

金庫

信組

農協

信連

信漁連

漁協

１１．．住住所所、、氏氏名名、、個個人人番番号号（（ままたたはは基基礎礎年年金金番番号号））、、生生年年月月日日等等ををごご記記入入くくだだささいい。。

２２．．年年金金のの受受取取口口座座ををごご記記入入くくだだささいい。。（（年年金金のの受受取取口口座座はは、、本本人人名名義義のの口口座座にに限限りりまますす。。））

市区町村

受付年月日

実施機関

受付年月日

⑧

届

書

「年金請求書」の記入例

「年金請求書」１ページの記入例

１１ ００ ２２ ８８ ００ ８８ ２２

東東京京都都 千千代代田田 九九段段南南１１－－１１－－１１００ 九九段段アアパパーートト１１００１１号号

ﾄﾄｳｳｷｷｮｮｳｳﾄﾄ ﾁﾁﾖﾖﾀﾀﾞ゙ｸｸ ｸｸﾀﾀﾞ゙ﾝﾝﾐﾐﾅﾅﾐﾐ ｸｸﾀﾀﾞ゙ﾝﾝ ゴゴウウ

年年 金金 太太 郎郎

ﾈﾈﾝﾝ ｷｷﾝﾝ ﾀﾀ ﾛﾛｳｳ

○○○○×××××× 3333   1100 1155

ﾁﾁﾖﾖﾀﾀﾞ゙ ｸｸﾀﾀﾞ゙ﾝﾝｼｼﾀﾀ

年年 金金 太太 郎郎

ﾈﾈﾝﾝ ｷｷﾝﾝ ﾀﾀ ﾛﾛｳｳ

0033      77777777 88888888

千千代代田田 九九段段下下 ○○ ○○ ×× ×× △△ △△ □□

基礎年金番号（１０桁）で届出する場合は

左詰めでご記入ください。

通通帳帳ののココピピーー（（カカナナ氏氏名名とと口口座座番番号号がが確確認認ででききるる

面面））をを添添付付ししててくくだだささいい。。なお、添付ができない場合

には、受取機関の窓口にて証明を受けてください。

この欄は、ゆうちょ銀行の通帳記号に枝番（ハイフン

に引き続く数字）がある方のみご記入ください。

３

※公金受取口座については、16ページをご参照く
ださい。� �
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（ﾌﾘｶﾞﾅ）

年 月 日

（3）改姓・改名をしているときは、旧姓名をご記入ください。

旧姓名 （名）（氏）
改姓・改名

した時期

昭和

平成

令和

10
　（自）

　（至）

国年

船保

厚年

共済

8
　（自）

　（至）

国年

船保

厚年

共済

9
　（自）

　（至）

国年

船保

厚年

共済

7
　（自）

　（至）

国年

船保

厚年

共済

6
　（自）

　（至）

国年

船保

厚年

共済

国年

船保

厚年

共済

4
　（自）

　（至）

国年

船保

厚年

共済

3

5
　（自）

　（至）

2
　（自）

　（至）

国年

船保

厚年

共済

（１）次の年金制度の被保険者または組合員となったことがある場合は、枠内の該当する記号を○で囲んで
ください。

エ．　国家公務員共済組合法

オ．　地方公務員等共済組合法

カ．　私立学校教職員共済法

キ．　廃止前の農林漁業団体職員共済組合法

ク．　恩給法

ケ．　地方公務員の退職年金に関する条例

コ．　旧市町村職員共済組合法

ウ．　船員保険法（昭和６１年４月以後を除く）

ア．　国民年金法

イ．　厚生年金保険法

（２）年金制度の被保険者または組合員であった期間について、下記の履歴欄にご記入ください。

　履　歴（公的年金制度加入経過）

※できるだけくわしく、正確にご記入ください。

（1）  事業所名称（支店名等）、船舶所

有者名称または共済組合名称等

1

（2）  事業所（船舶所有者）の所在地

または国民年金加入当時の住所

（3）  勤務期間または

国民年金の加入期間

（4）  加入していた

年金制度の種類

　（自）

　（至）

（5）  備考

国年

船保

厚年

共済

　（自）

　（至）

国年

船保

厚年

共済

３３．．ここれれままででのの年年金金のの加加入入状状況況ににつついいててごご記記入入くくだだささいい。。

「年金請求書」３ページの記入例

△△△△省省□□□□事事務務所所

事業所（会社）の名称、所在地が

変わっている場合でも、勤務して

いた当時のものをご記入ください。

国民年金に加入していた期間は、

（１）に国民年金と記入し、

（２）に国民年金加入当時の住所

をご記入ください。

千千代代田田区区○○○○○○○○○○

昭昭和和５５２２年年 ４４月月 １１日日

平平成成２２２２年年 ３３月月３３１１日日

平平成成２２２２年年 ４４月月 １１日日

平平成成3300年年 ３３月月３３１１日日

○○○○株株式式会会社社横横浜浜支支店店

千千葉葉市市○○○○区区△△△△－－□□□□
平平成成3300年年 ４４月月 １１日日

平平成成3300年年１１００月月１１４４日日

事業所（会社）の所在地または

住所が詳しくわからないときでも

市区町村名まではご記入ください。

国国民民年年金金

横横浜浜市市○○○○区区

4

はい　　 ・ いいえ （注）これから受ける予定のある方は、国家公務員共済組合連合会等にお問い合わせください。

ウ
最後に雇用保険の被保険者でなくなった日から７年以上経過しているため。
　過去に雇用保険被保険者証の交付を受けたが、老齢厚生年金の年金請求書受付日において、
　最後に雇用保険被保険者の資格を喪失してから７年以上経過している。

氏　名

(3) ６０歳から６５歳になるまでの間で、雇用保険の基本手当（船員保険の場合は失業保険金)または高年齢雇用
継続給付を受けていますか（または受けたことがありますか）。「はい」または「いいえ」を○で囲んでください。

イ
雇用保険に加入していない事業所に勤めていたため。（公務員であったため。）
　雇用保険法による適用事業所に雇用されたことがないため、雇用保険被保険者証の交付を
　受けたことがない。

②「いいえ」を○で囲んだ方

事　由　書

　私は以下の理由により、雇用保険被保険者証等を添付できません。
　（該当する項目を○で囲んでください）

ア
雇用保険の加入事業所に勤めていたが、雇用保険の被保険者から除外されていたため。
　雇用保険法による適用事業所に雇用される者であるが、雇用保険被保険者の適用除外であり、
　雇用保険被保険者証の交付を受けたことがない。

（２）雇用保険に加入したことがありますか。「はい」または「いいえ」を○で囲んでください。

はい　　 ・ いいえ

①「はい」を○で囲んだ方

雇用保険被保険者番号（１０桁または１１桁）を左詰めでご記入ください。
同封のパンフレットの１３ページの２の番号６をご覧ください。

㉒雇用保険
被保険者番号

公的年金制度名
（６ページ表１より記号を選択）

年金の種類

・老齢または退職
・障害
・遺族

年 月・障害
・遺族

②「３．請求中」を○で囲んだ方

・障害
・遺族

・老齢または退職

・老齢または退職
年 月

・老齢または退職
年平成

昭和

昭和
平成

月　・障害
　・遺族

（１）現在、左の６ページ（表１）のいずれかの制度の年金を受けていますか。該当する番号を○で囲んでください。

１．受けている（全額支給停止の場合を含む）　 　２．受けていない　 　３．請求中

①「１．受けている」を○で囲んだ方

公的年金制度名
（６ページ表１より記号を選択）

年金の種類 支 給 開 始 年 月
㊽年金証書の年金コード（４ケタ）

または記号番号等

令和

昭和
平成
令和

令和

４．現在の年金の受給状況等および雇用保険の加入状況についてご記入ください。

種類の異なる２つ以上の年金の受給権（年金を受ける権利）を得た

場合は、原則として、どちらか一方の年金を選択することになり、も

う一方の年金は支給停止となります。

最後に雇用保険の被保険者でなくなった日から７年以上経過している方は被保険者番号を

記入する必要はありません。（下の「事由書」の「ウ」を○で囲み、氏名をご記入ください）

下の「事由書」の「ア」または「イ」を○で囲み、氏名をご記入ください。

「年金請求書」７ページの記入例

年金を選択するためには『年金受給選択申

出書』の提出が必要です。同申出書をお持ち

でない方には、この年金請求書をご提出後、

同申出書を別途送付いたします。

１～３のいずれか１つを必ず○で囲んでください。

どちらか１つを必ず

○で囲んでください。

こちらに雇用保険の被保険者番号を記入した方は、雇用保

険被保険者証（コピー）の添付が必要になります。

（詳しくは、１３ページ番号６をご参照ください。）

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

5

いずれか１つを必ず○で囲んでください。
「はい」を○で囲んだ方は、「雇用保険受給資格者証」（両面のコピー）、「雇用保険受給資格
通知」（両面のコピー）または「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」（コピー）を添付してく
ださい。
（詳しくは、１３ページ番号６をご参照ください。）
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（ﾌﾘｶﾞﾅ）

年 月 日

（3）改姓・改名をしているときは、旧姓名をご記入ください。

旧姓名 （名）（氏）
改姓・改名

した時期

昭和

平成

令和

10
　（自）

　（至）

国年

船保

厚年

共済

8
　（自）

　（至）

国年

船保

厚年

共済

9
　（自）

　（至）

国年

船保

厚年

共済

7
　（自）

　（至）

国年

船保

厚年

共済

6
　（自）

　（至）

国年

船保

厚年

共済

国年

船保

厚年

共済

4
　（自）

　（至）

国年

船保

厚年

共済

3

5
　（自）

　（至）

2
　（自）

　（至）

国年

船保

厚年

共済

（１）次の年金制度の被保険者または組合員となったことがある場合は、枠内の該当する記号を○で囲んで
ください。

エ．　国家公務員共済組合法

オ．　地方公務員等共済組合法

カ．　私立学校教職員共済法

キ．　廃止前の農林漁業団体職員共済組合法

ク．　恩給法

ケ．　地方公務員の退職年金に関する条例

コ．　旧市町村職員共済組合法

ウ．　船員保険法（昭和６１年４月以後を除く）

ア．　国民年金法

イ．　厚生年金保険法

（２）年金制度の被保険者または組合員であった期間について、下記の履歴欄にご記入ください。

　履　歴（公的年金制度加入経過）

※できるだけくわしく、正確にご記入ください。

（1）  事業所名称（支店名等）、船舶所

有者名称または共済組合名称等

1

（2）  事業所（船舶所有者）の所在地

または国民年金加入当時の住所

（3）  勤務期間または

国民年金の加入期間

（4）  加入していた

年金制度の種類

　（自）

　（至）

（5）  備考

国年

船保

厚年

共済

　（自）

　（至）

国年

船保

厚年

共済

３３．．ここれれままででのの年年金金のの加加入入状状況況ににつついいててごご記記入入くくだだささいい。。

「年金請求書」３ページの記入例

△△△△省省□□□□事事務務所所

事業所（会社）の名称、所在地が

変わっている場合でも、勤務して

いた当時のものをご記入ください。

国民年金に加入していた期間は、

（１）に国民年金と記入し、

（２）に国民年金加入当時の住所

をご記入ください。

千千代代田田区区○○○○○○○○○○

昭昭和和５５２２年年 ４４月月 １１日日

平平成成２２２２年年 ３３月月３３１１日日

平平成成２２２２年年 ４４月月 １１日日

平平成成3300年年 ３３月月３３１１日日

○○○○株株式式会会社社横横浜浜支支店店

千千葉葉市市○○○○区区△△△△－－□□□□
平平成成3300年年 ４４月月 １１日日

平平成成3300年年１１００月月１１４４日日

事業所（会社）の所在地または

住所が詳しくわからないときでも

市区町村名まではご記入ください。

国国民民年年金金

横横浜浜市市○○○○区区

4

はい　　 ・ いいえ （注）これから受ける予定のある方は、国家公務員共済組合連合会等にお問い合わせください。

ウ
最後に雇用保険の被保険者でなくなった日から７年以上経過しているため。
　過去に雇用保険被保険者証の交付を受けたが、老齢厚生年金の年金請求書受付日において、
　最後に雇用保険被保険者の資格を喪失してから７年以上経過している。

氏　名

(3) ６０歳から６５歳になるまでの間で、雇用保険の基本手当（船員保険の場合は失業保険金)または高年齢雇用
継続給付を受けていますか（または受けたことがありますか）。「はい」または「いいえ」を○で囲んでください。

イ
雇用保険に加入していない事業所に勤めていたため。（公務員であったため。）
　雇用保険法による適用事業所に雇用されたことがないため、雇用保険被保険者証の交付を
　受けたことがない。

②「いいえ」を○で囲んだ方

事　由　書

　私は以下の理由により、雇用保険被保険者証等を添付できません。
　（該当する項目を○で囲んでください）

ア
雇用保険の加入事業所に勤めていたが、雇用保険の被保険者から除外されていたため。
　雇用保険法による適用事業所に雇用される者であるが、雇用保険被保険者の適用除外であり、
　雇用保険被保険者証の交付を受けたことがない。

（２）雇用保険に加入したことがありますか。「はい」または「いいえ」を○で囲んでください。

はい　　 ・ いいえ

①「はい」を○で囲んだ方

雇用保険被保険者番号（１０桁または１１桁）を左詰めでご記入ください。
同封のパンフレットの１３ページの２の番号６をご覧ください。

㉒雇用保険
被保険者番号

公的年金制度名
（６ページ表１より記号を選択）

年金の種類

・老齢または退職
・障害
・遺族

年 月・障害
・遺族

②「３．請求中」を○で囲んだ方

・障害
・遺族

・老齢または退職

・老齢または退職
年 月

・老齢または退職
年平成

昭和

昭和
平成

月　・障害
　・遺族

（１）現在、左の６ページ（表１）のいずれかの制度の年金を受けていますか。該当する番号を○で囲んでください。

１．受けている（全額支給停止の場合を含む）　 　２．受けていない　 　３．請求中

①「１．受けている」を○で囲んだ方

公的年金制度名
（６ページ表１より記号を選択）

年金の種類 支 給 開 始 年 月
㊽年金証書の年金コード（４ケタ）

または記号番号等

令和

昭和
平成
令和

令和

４．現在の年金の受給状況等および雇用保険の加入状況についてご記入ください。

種類の異なる２つ以上の年金の受給権（年金を受ける権利）を得た

場合は、原則として、どちらか一方の年金を選択することになり、も

う一方の年金は支給停止となります。

最後に雇用保険の被保険者でなくなった日から７年以上経過している方は被保険者番号を

記入する必要はありません。（下の「事由書」の「ウ」を○で囲み、氏名をご記入ください）

下の「事由書」の「ア」または「イ」を○で囲み、氏名をご記入ください。

「年金請求書」７ページの記入例

年金を選択するためには『年金受給選択申

出書』の提出が必要です。同申出書をお持ち

でない方には、この年金請求書をご提出後、

同申出書を別途送付いたします。

１～３のいずれか１つを必ず○で囲んでください。

どちらか１つを必ず

○で囲んでください。

こちらに雇用保険の被保険者番号を記入した方は、雇用保

険被保険者証（コピー）の添付が必要になります。

（詳しくは、１３ページ番号６をご参照ください。）

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

5

いずれか１つを必ず○で囲んでください。
「はい」を○で囲んだ方は、「雇用保険受給資格者証」（両面のコピー）、「雇用保険受給資格
通知」（両面のコピー）または「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」（コピー）を添付してく
ださい。
（詳しくは、１３ページ番号６をご参照ください。）
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※個人番号（マイナンバー）については、12ページをご確認ください。

※基礎年金番号（１０桁）で届出する場合は左詰めでご記入ください。

（フリガナ）

（氏） （名）

（フリガナ）

（氏） （名）

請求中の公的年金制度名
（８ページ表１より記号を選択）

（フリガナ）

建物名

配偶者は
いますか

はい　 ・ いいえ
「はい」または「いいえ」を○で囲んでください。
「はい」の場合は（１）をご記入ください。

（１）配偶者についてご記入ください。同封のパンフレットの１０ページの番号３をご覧ください。

①配偶者の氏名、生年月日、個人番号（または基礎年金番号）、性別についてご記入ください。

㉛配偶者
の氏名

（フリガナ）

③配偶者の
個人番号※（また
は基礎年金番号）

（氏） （名）

②配偶者の住所が年金を受ける方の住所と異なる場合は、配偶者の住所をご記入ください。

郵便番号 ―

配偶者の住所 市　区

町　村

1. 老齢・退職の年金を受けている 3. 請求中
2. 障害の年金を受けている 4. いずれも受けていない

年

公的年金制度名
（８ページ表１より記号を選

択）

年金の種類 支 給 開 始 年 月
㊼年金証書の年金コード（４ケタ）

または記号番号等

月
・老齢または退職
・障害

昭和
平成
令和

年金の種類

・老齢または退職
・障害

③配偶者は現在、左の８ページの表１のいずれかの制度の年金を受けていますか。該当するものを○で囲んで
ください。

・老齢または退職
・障害

年 月

・老齢または退職
・障害

年
昭和
平成
令和

昭和
平成
令和

月

④配偶者の
生年月日

昭和

平成

　　年　　月　　日

１．男

２．女

配偶者
の性別

（２） 左の８ページに該当する子がいる場合には、氏名、生年月日,、個人番号および障害の状態についてご記入
ください（３人目以降は余白にご記入ください）。同封のパンフレットの１０ページの番号３をご覧ください。

子が障害の状態にある場合は、同封のパンフレットの１１ページの番号５をご覧ください。

㉜子の氏名
㉜生年月日

障害の状態

平成
令和

㉜診

個人番号

年　　　　月　　　　日

ある　　 　ない

㉝子の氏名
㉝生年月日

障害の状態

㉝診平成
令和

年　　　　月　　　　日

ある　　 　ない

個人番号

５５．．配配偶偶者者・・子子ににつついいててごご記記入入くくだだささいい。。

１または２を

○で囲んだ方

４を○で

囲んだ方

下の（２）へお進みください

３を○で囲んだ方

「年金請求書」９ページの記入例

ﾈﾈﾝﾝ ｷｷﾝﾝ ﾊﾊﾅﾅ ｺｺ

×××××××× △△△△△△ △△△△△△

3355 66  1155
年年 金金 花花 子子

配偶者がいる方は、１～４のいずれか１つを

必ず○で囲んでください。

基礎年金番号（１０桁）で

届出する場合は左詰めで

ご記入ください。
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※個人番号（マイナンバー）については、12ページをご確認ください。

※基礎年金番号（１０桁）で届出する場合は左詰めでご記入ください。

（フリガナ）

（氏） （名）

（フリガナ）

（氏） （名）

請求中の公的年金制度名
（８ページ表１より記号を選択）

（フリガナ）

建物名

配偶者は
いますか

はい　 ・ いいえ
「はい」または「いいえ」を○で囲んでください。
「はい」の場合は（１）をご記入ください。

（１）配偶者についてご記入ください。同封のパンフレットの１０ページの番号３をご覧ください。

①配偶者の氏名、生年月日、個人番号（または基礎年金番号）、性別についてご記入ください。

㉛配偶者
の氏名

（フリガナ）

③配偶者の
個人番号※（また
は基礎年金番号）

（氏） （名）

②配偶者の住所が年金を受ける方の住所と異なる場合は、配偶者の住所をご記入ください。

郵便番号 ―

配偶者の住所 市　区

町　村

1. 老齢・退職の年金を受けている 3. 請求中
2. 障害の年金を受けている 4. いずれも受けていない

年

公的年金制度名
（８ページ表１より記号を選

択）

年金の種類 支 給 開 始 年 月
㊼年金証書の年金コード（４ケタ）

または記号番号等

月
・老齢または退職
・障害

昭和
平成
令和

年金の種類

・老齢または退職
・障害

③配偶者は現在、左の８ページの表１のいずれかの制度の年金を受けていますか。該当するものを○で囲んで
ください。

・老齢または退職
・障害

年 月

・老齢または退職
・障害

年
昭和
平成
令和

昭和
平成
令和

月

④配偶者の
生年月日

昭和

平成

　　年　　月　　日

１．男

２．女

配偶者
の性別

（２） 左の８ページに該当する子がいる場合には、氏名、生年月日,、個人番号および障害の状態についてご記入
ください（３人目以降は余白にご記入ください）。同封のパンフレットの１０ページの番号３をご覧ください。

子が障害の状態にある場合は、同封のパンフレットの１１ページの番号５をご覧ください。

㉜子の氏名
㉜生年月日

障害の状態

平成
令和

㉜診

個人番号

年　　　　月　　　　日

ある　　 　ない

㉝子の氏名
㉝生年月日

障害の状態

㉝診平成
令和

年　　　　月　　　　日

ある　　 　ない

個人番号

５５．．配配偶偶者者・・子子ににつついいててごご記記入入くくだだささいい。。

１または２を

○で囲んだ方

４を○で

囲んだ方

下の（２）へお進みください

３を○で囲んだ方

「年金請求書」９ページの記入例

ﾈﾈﾝﾝ ｷｷﾝﾝ ﾊﾊﾅﾅ ｺｺ

×××××××× △△△△△△ △△△△△△

3355 66  1155
年年 金金 花花 子子

配偶者がいる方は、１～４のいずれか１つを

必ず○で囲んでください。

基礎年金番号（１０桁）で

届出する場合は左詰めで

ご記入ください。

6

はい　　・ いいえ

「はい」を○で囲んだ方は、同封のパンフレットの１１ページの番号４をご覧ください。

　子（名：　　 　）について はい　　・　　いいえ （　　　　）印

　子（名：　　 　）について はい　　・　　いいえ （　　　　）印

　（２）（１）で配偶者または子の年収について「いいえ」と答えた方は、配偶者または子の年収がこの年金の受給権
　 （年金を受ける権利）が発生したときから、おおむね５年以内に８５０万円（所得６５５．５万円）未満となる見込
　みがありますか。
　該当するものを○で囲んでください。

（１）該当するものを○で囲んでください（３人目以降の子については、余白を使用してご記入ください）。

配偶者または子の年収は、８５０万円未満ですか
実施機関
確認印

　配偶者について はい　　・ いいえ （　　　　）印

　９ページで記入した配偶者または子は、ご本人（年金を受ける方）と生計を同じくしていることを申し立てる。

氏名

　　同一世帯でない場合は、同封のパンフレットの１２ページをご覧ください。

以下の２つの要件を満たしているとき、「生計維持されている」といいます。

①生計同一関係があること

例）・住民票上、同一世帯である。

・単身赴任、就学、病気療養等で、住所が住民票上は異なっているが、生活費を共にしている。

②配偶者（子）が収入要件を満たしていること

年収８５０万円（所得６５５．５万円）を将来にわたって有しないことが認められる。

６６．．加加給給年年金金額額にに関関すするる生生計計維維持持のの申申しし立立ててににつついいててごご記記入入くくだだささいい。。

【生計維持とは】

ご本人（年金を受ける方）によって、生計維持されている配偶者または子がいる場合

「年金請求書」１１ページの記入例

年 金 太 郎

担当者の確認欄です。

年金を請求する方の印ではありません。

「年金請求書」１０ページの加給年金額の対象者を

確認のうえ、氏名を記入してください。

上記の氏名欄に氏名を記入し、（１）に「はい」と答えた場合は、戸籍、世帯全員

の住民票および前年の配偶者（子）の収入または所得が確認できる書類の添付

が必要になります。

ただし、「年金請求書」の９ページで配偶者（子）の個人番号（マイナンバー）を

記入した場合は、添付を省略できる書類があります（詳しくは、パンフレット１０

ページ番号３および１１ページ番号４をご参照ください。）。

また、別居の場合は、パンフレット１２ページをご参照ください。
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対象年
（提出年） 分分 公公的的年年金金等等のの受受給給者者のの扶扶養養親親族族等等申申告告書書令和 44  年

（１）ご本人の氏名、生年月日、住所、郵便番号、基礎年金番号、個人番号（マイナンバー）をご記入ください。

氏　名 生年月日 昭 和 33 年 10 月 15 日

住　所

郵便番号 102　　－　　8082 個人番号（マイナンバー）

基礎年金番号 ○○○○○○○○ －　×××××××××××× △△ △△ △△ △△ □□ □□ □□ □□ ○○ ○○ ○○ ○○

東京都千代田区九段南１－１－１０　九段アパート１０１号

同居・別居・ 所得金額（退職
所得を含む）

個　人　番　号（マイナンバー） 種　 　別

　提出日、電話番号をご記入のうえ、配偶者の有無、性別を○で囲んでください。

提出日 令 和　 ３　　 年　 10 　月　 30 　日　 　提出 本人障害 普通障害　　　　　特別障害

電話番号 03　
　

－
　

7777
　　

－
　

　8888 寡婦等 寡婦　ひとり親

万円（年間）

普通障害
特別障害 同居

別居
非居住

0源泉控除
対象配偶者

年　金　 　花　子

□□ △△ △△ （配偶者の区分が「1」かつ７０歳以上）
（配偶者の区分が「1」

又は「３」の場合） 万円（年間）または
障害者に該当

する同一
生計配偶者

配偶者
の区分

　受給者の合計所得の見積額が９００万円以下
　１．配偶者の合計所得見積額が４８万円以下
　２．配偶者の合計所得見積額が４８万円超～９５万円以下

　受給者の合計所得の見積額が９００万円超
　３．配偶者の合計所得見積額が４８万円以下

（※配偶者が障害者でない場合は控除の対象になりません）

控除対象
扶養親族

（16歳以上）

（フリガナ） 明 大
昭 平

年　 　月　 　日

普通障害

特別障害 非居住
万円（年間）

同居
別居

非居住
特定　 　老人

（フリガナ） 明 大
昭 平

年　 　月　 　日

普通障害

特別障害

扶養親族
（16歳未満）

（フリガナ）
平
令

年　 　月　 　日

普通障害

特別障害

同居
別居

非居住
万円（年間）

氏　名　（　フ　リ　ガ　ナ　） 続柄

生年月日
異動月日
及び事由

控除を受ける他の所得者

氏　 　名 続柄

住    所
住　 　所

※「扶養親族（16歳未満）」欄は、地方税法第45条の3の3および第317条の3の3の規定による「公的年金等受給者の扶養親族申告書」の記載欄を兼ねています。

他の所得者
が控除を受
ける扶養親

族等

（フリガナ）

 明 大
 昭 平
 令

年　 　月　 　日

（フリガナ）

 明 大
 昭 平
 令

年　 　月　 　日

□□ 全国市町村職員共済組合連合会

摘要

4010005002573

（３）あなたが年金の支払いを受ける支払者（申告先）に☑を一つ入れてください。

年金の
支払者

（申告先）

□□ 国家公務員共済組合連合会

法
人
番
号

2010005002559 実施機関記入欄

地

方

公

務

員

共

済

組

合

□□ 地方職員共済組合
2700150001147

□□ 地方職員共済組合団体共済部

□□ 公立学校共済組合 8700150003179

□□ 警察共済組合

（フリガナ）

9700150000613

□□ 東京都職員共済組合 2700150005742

特定　 　老人

（フリガナ） ﾈﾝ　　ｷﾝ ﾊﾅ　　ｺ 明 大
昭 平

（２）上記の対象年の扶養親族等の状況についてご記入ください。
 （ご本人に控除対象配偶者や扶養親族がなく、ご本人自身が障害者・寡婦等に該当しない場合は、

         下記事項を記入する必要はありません。）

氏　名　（　フ　リ　ガ　ナ　）

「年金請求書」１５ページの記入例

請求書を提出する年を記入してください。なお、

提出する年より前に年金が受けられる場合は、

過去の年分の扶養親族等申告書をすべて提出

してください。その際は、提出する年分のすべ

てを申告書のコピーに記入いただき、提出して

ください。

扶養親族等申告書を提出される際は、ご本人および控除対象者の個

人番号（マイナンバー）の記入が必要となります。

年金の支払者（国家公務員共済組

合連合会）にチェックしてください。

✔✔

い

あ

く

う

か

え

年 金 太 郎
ネンキン タロウ

8

え

お 寡婦　ひとり親

地方税控除

□□ □□ □□      　　〇〇　　  〇〇　　　　〇〇　　  〇〇 △△△△

夫 ・ 妻

続柄 生年月日

3355  年66  月1155  日

老 人

障　害

え か

非居住の区分
退職所得を除
いた金額

万円（年間）

き

0

同居
別居

万円（年間）

万円（年間）

万円（年間）
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対象年
（提出年） 分分 公公的的年年金金等等のの受受給給者者のの扶扶養養親親族族等等申申告告書書令和 44  年

（１）ご本人の氏名、生年月日、住所、郵便番号、基礎年金番号、個人番号（マイナンバー）をご記入ください。

氏　名 生年月日 昭 和 33 年 10 月 15 日

住　所

郵便番号 102　　－　　8082 個人番号（マイナンバー）

基礎年金番号 ○○○○○○○○ －　×××××××××××× △△ △△ △△ △△ □□ □□ □□ □□ ○○ ○○ ○○ ○○

東京都千代田区九段南１－１－１０　九段アパート１０１号

同居・別居・ 所得金額（退職
所得を含む）

個　人　番　号（マイナンバー） 種　 　別

　提出日、電話番号をご記入のうえ、配偶者の有無、性別を○で囲んでください。

提出日 令 和　 ３　　 年　 10 　月　 30 　日　 　提出 本人障害 普通障害　　　　　特別障害

電話番号 03　
　

－
　

7777
　　

－
　

　8888 寡婦等 寡婦　ひとり親

万円（年間）

普通障害
特別障害 同居

別居
非居住

0源泉控除
対象配偶者

年　金　 　花　子

□□ △△ △△ （配偶者の区分が「1」かつ７０歳以上）
（配偶者の区分が「1」

又は「３」の場合） 万円（年間）または
障害者に該当

する同一
生計配偶者

配偶者
の区分

　受給者の合計所得の見積額が９００万円以下
　１．配偶者の合計所得見積額が４８万円以下
　２．配偶者の合計所得見積額が４８万円超～９５万円以下

　受給者の合計所得の見積額が９００万円超
　３．配偶者の合計所得見積額が４８万円以下

（※配偶者が障害者でない場合は控除の対象になりません）

控除対象
扶養親族

（16歳以上）

（フリガナ） 明 大
昭 平

年　 　月　 　日

普通障害

特別障害 非居住
万円（年間）

同居
別居

非居住
特定　 　老人

（フリガナ） 明 大
昭 平

年　 　月　 　日

普通障害

特別障害

扶養親族
（16歳未満）

（フリガナ）
平
令

年　 　月　 　日

普通障害

特別障害

同居
別居

非居住
万円（年間）

氏　名　（　フ　リ　ガ　ナ　） 続柄

生年月日
異動月日
及び事由

控除を受ける他の所得者

氏　 　名 続柄

住    所
住　 　所

※「扶養親族（16歳未満）」欄は、地方税法第45条の3の3および第317条の3の3の規定による「公的年金等受給者の扶養親族申告書」の記載欄を兼ねています。

他の所得者
が控除を受
ける扶養親

族等

（フリガナ）

 明 大
 昭 平
 令

年　 　月　 　日

（フリガナ）

 明 大
 昭 平
 令

年　 　月　 　日

□□ 全国市町村職員共済組合連合会

摘要

4010005002573

（３）あなたが年金の支払いを受ける支払者（申告先）に☑を一つ入れてください。

年金の
支払者

（申告先）

□□ 国家公務員共済組合連合会

法
人
番
号

2010005002559 実施機関記入欄

地

方

公

務

員

共

済

組

合

□□ 地方職員共済組合
2700150001147

□□ 地方職員共済組合団体共済部

□□ 公立学校共済組合 8700150003179

□□ 警察共済組合

（フリガナ）

9700150000613

□□ 東京都職員共済組合 2700150005742

特定　 　老人

（フリガナ） ﾈﾝ　　ｷﾝ ﾊﾅ　　ｺ 明 大
昭 平

（２）上記の対象年の扶養親族等の状況についてご記入ください。
 （ご本人に控除対象配偶者や扶養親族がなく、ご本人自身が障害者・寡婦等に該当しない場合は、

         下記事項を記入する必要はありません。）

氏　名　（　フ　リ　ガ　ナ　）

「年金請求書」１５ページの記入例

請求書を提出する年を記入してください。なお、

提出する年より前に年金が受けられる場合は、

過去の年分の扶養親族等申告書をすべて提出

してください。その際は、提出する年分のすべ

てを申告書のコピーに記入いただき、提出して

ください。

扶養親族等申告書を提出される際は、ご本人および控除対象者の個

人番号（マイナンバー）の記入が必要となります。

年金の支払者（国家公務員共済組

合連合会）にチェックしてください。

✔✔

い

あ

く

う

か

え

年 金 太 郎
ネンキン タロウ

8

え

お 寡婦　ひとり親

地方税控除

□□ □□ □□      　　〇〇　　  〇〇　　　　〇〇　　  〇〇 △△△△

夫 ・ 妻

続柄 生年月日

3355  年66  月1155  日

老 人

障　害

え か

非居住の区分
退職所得を除
いた金額

万円（年間）

き

0

同居
別居

万円（年間）

万円（年間）

万円（年間）
（注）加給年金額の対象者については、「年金請求書」の１０ページの説明をご参照ください。

年金請求に必要な添付書類
「年金請求書」を提出する前に、添付書類をご確認ください。

１．戸籍、住民票、所得関係書類等

加給年金額の対象と

なる配偶者または子

はいますか。（注）

スタート

年金を受ける方の共済組合と厚

生年金保険に加入していた期間

は合計で２０年以上ですか。
ははいい Ｂ

１０～１１ページの

「Ｂ」をご覧ください。

Ａ
１０ページの「Ａ」をご覧ください。

いいいいええいいいいええ

戸戸籍籍やや住住民民票票ななどど公公的的機機関関がが発発行行すするる書書類類はは、、必必ずず支支給給開開始始年年齢齢にに達達ししててかからら交交付付をを

受受けけててくくだだささいい。。

※支給開始年齢に達する前の日付で交付を受けた書類は無効となります。

※支給開始年齢に達した後に交付を受けた場合でも、６か月を過ぎた書類は無効となります。

「「世世帯帯のの状状況況をを明明ららかかににででききるる書書類類」」やや「「前前年年のの収収入入ままたたはは所所得得がが確確認認ででききるる書書類類」」ににつついい

ててはは、、請請求求書書にに個個人人番番号号（（ママイイナナンンババーー））をを記記入入すするるここととにによよりり、、添添付付をを省省略略すするるここととががでできき

まますす。。
※ マイナンバーにより情報連携ができない場合など、状況によっては添付をお願いする場合が

あります。 あらかじめご了承ください。

！！

ははいい

年金の受取口座について預金（貯金）通帳等のコピー（金融機関名、支店（支所）名、口座名義人フリガナ、預金種別、口

座番号等が記載されている面）を添付してください。なお、金融機関またはゆうちょ銀行（郵便局）の証明を受けた場合又

は公金受取口座を指定する場合は、通帳のコピーを添付する必要はありません。※年金の受取口座は、本人名義の口座

に限ります。

審査の過程で、ご提出していただいた書類のほかにも書類の提出をお願いする場合があります。

また、「年金請求書」をご提出いただいた実施機関とは別の実施機関から、「年金請求書」の記載内容等の照

会を行うことがありますので、あらかじめご了承願います。

実施機関とは、国家公務員共済組合連合会、日本年金機構、地方公務員共済組合連合会等および日本私

立学校振興・共済事業団のことをいいます。

！！
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（注）「年金を受ける方」の生年月日を明らかにできる書類については、原則、添付不要です。
 　ただし、実施機関で生年月日の確認ができない場合は、追加で書類の提出をお願いすることがあります。

○年金を受ける口座を明らかにできる書類
・請求者名義の預金（貯金）通帳のコピー

（金融機関名、支店（支所）名、口座名義人フリガナ、預金種
別、口座番号、貯金通帳記号番号等が記載されている面）

・添付ができない場合は
受取機関の窓口で証明
を受けてください。

すべての
方

１ページ

該当する方 添付する書類 備考欄

2 ―

○基礎年金番号を確認できる書類
・・年年金金手手帳帳
・・基基礎礎年年金金番番号号通通知知書書
・・厚厚生生年年金金保保険険被被保保険険者者証証

請求書に個人番号（マイ
ナンバー）を記入した場
合は、このパンフレットの
１４ページを参照のうえ、
添付書類をそろえてくださ
い。

-

・添付ができない場合は
受取機関の窓口で証明
を受けてください。

備考欄 チェック欄
番
号

「年金請求書」
の該当ページ

該当する方 添付する書類

1 ―

○基礎年金番号を確認できる書類
・・年年金金手手帳帳
・・基基礎礎年年金金番番号号通通知知書書
・・厚厚生生年年金金保保険険被被保保険険者者証証

請求書に個人番号（マイ
ナンバー）を記入した場
合は、このパンフレットの
１４ページを参照のうえ、
添付書類をそろえてくださ
い。

-

番
号

「年金請求書」
の該当ページ

次ページ番号４．５へ続きます。

チェック欄

子
がいる方

3
９ページ
５．（１）

　（２）

配偶者
がいる方

・請求書の９ページ
で配偶者（子）のマイ
ナンバーを記入した
場合は、「世帯の状
況を確認できる書
類」の添付は不要で
す。

・同一世帯でない場
合は、このパンフ
レットの１２ページの
「同一世帯でない場
合の生計同一に関
する書類」もあわせ
てご用意ください。

○配偶者の基礎年金番号を明らかにできる書類
・・配配偶偶者者のの年年金金手手帳帳
・・配配偶偶者者のの基基礎礎年年金金番番号号通通知知書書
・・配配偶偶者者のの厚厚生生年年金金保保険険被被保保険険者者証証

○配偶者とご本人の身分関係を明らかにできる書類
・・ごご本本人人のの戸戸籍籍のの抄抄本本（（戸戸籍籍のの一一部部事事項項証証明明書書））
・・ごご本本人人のの戸戸籍籍のの謄謄本本（（戸戸籍籍のの全全部部事事項項証証明明書書））

○世帯の状況を確認できる書類
・・世世帯帯全全員員のの住住民民票票

＊ご本人の戸籍の抄本（戸籍の一部事項証明書）を添付
　する方は、住民票に筆頭者欄の記載があるもの

○子とご本人の身分関係を明らかにできる書類
・・子子ととごご本本人人そそれれぞぞれれのの戸戸籍籍のの抄抄本本（（戸戸籍籍のの一一部部

事事項項証証明明書書））
・・ごご本本人人のの戸戸籍籍のの謄謄本本（（戸戸籍籍のの全全部部事事項項証証明明書書））

○世帯の状況を確認できる書類
・・世世帯帯全全員員のの住住民民票票

１ページ

すべての
方

○年金を受ける口座を明らかにできる書類
・請求者名義の預金（貯金）通帳のコピー

（金融機関名、支店（支所）名、口座名義人フリガナ、預金種
別、口座番号、貯金通帳記号番号等が記載されている面）

９ページでＡに該当した方はこちらをご覧ください。ＡＡ

９ページでＢに該当した方はこちらをご覧ください。ＢＢ

いずれか

の書類

いずれかの

書類（コピー）

いずれか

の書類

いずれかの

書類（コピー）

いずれかの

書類（コピー）

10

・公金受取口座を指定す
る場合は通帳のコピーや
受取機関の証明は不要
です。

・公金受取口座を指定す
る場合は通帳のコピーや
受取機関の証明は不要
です。

10



（注）「年金を受ける方」の生年月日を明らかにできる書類については、原則、添付不要です。
 　ただし、実施機関で生年月日の確認ができない場合は、追加で書類の提出をお願いすることがあります。

○年金を受ける口座を明らかにできる書類
・請求者名義の預金（貯金）通帳のコピー

（金融機関名、支店（支所）名、口座名義人フリガナ、預金種
別、口座番号、貯金通帳記号番号等が記載されている面）

・添付ができない場合は
受取機関の窓口で証明
を受けてください。

すべての
方

１ページ

該当する方 添付する書類 備考欄

2 ―

○基礎年金番号を確認できる書類
・・年年金金手手帳帳
・・基基礎礎年年金金番番号号通通知知書書
・・厚厚生生年年金金保保険険被被保保険険者者証証

請求書に個人番号（マイ
ナンバー）を記入した場
合は、このパンフレットの
１４ページを参照のうえ、
添付書類をそろえてくださ
い。

-

・添付ができない場合は
受取機関の窓口で証明
を受けてください。

備考欄 チェック欄
番
号

「年金請求書」
の該当ページ

該当する方 添付する書類

1 ―

○基礎年金番号を確認できる書類
・・年年金金手手帳帳
・・基基礎礎年年金金番番号号通通知知書書
・・厚厚生生年年金金保保険険被被保保険険者者証証

請求書に個人番号（マイ
ナンバー）を記入した場
合は、このパンフレットの
１４ページを参照のうえ、
添付書類をそろえてくださ
い。

-

番
号

「年金請求書」
の該当ページ

次ページ番号４．５へ続きます。

チェック欄

子
がいる方

3
９ページ
５．（１）

　（２）

配偶者
がいる方

・請求書の９ページ
で配偶者（子）のマイ
ナンバーを記入した
場合は、「世帯の状
況を確認できる書
類」の添付は不要で
す。

・同一世帯でない場
合は、このパンフ
レットの１２ページの
「同一世帯でない場
合の生計同一に関
する書類」もあわせ
てご用意ください。

○配偶者の基礎年金番号を明らかにできる書類
・・配配偶偶者者のの年年金金手手帳帳
・・配配偶偶者者のの基基礎礎年年金金番番号号通通知知書書
・・配配偶偶者者のの厚厚生生年年金金保保険険被被保保険険者者証証

○配偶者とご本人の身分関係を明らかにできる書類
・・ごご本本人人のの戸戸籍籍のの抄抄本本（（戸戸籍籍のの一一部部事事項項証証明明書書））
・・ごご本本人人のの戸戸籍籍のの謄謄本本（（戸戸籍籍のの全全部部事事項項証証明明書書））

○世帯の状況を確認できる書類
・・世世帯帯全全員員のの住住民民票票

＊ご本人の戸籍の抄本（戸籍の一部事項証明書）を添付
　する方は、住民票に筆頭者欄の記載があるもの

○子とご本人の身分関係を明らかにできる書類
・・子子ととごご本本人人そそれれぞぞれれのの戸戸籍籍のの抄抄本本（（戸戸籍籍のの一一部部

事事項項証証明明書書））
・・ごご本本人人のの戸戸籍籍のの謄謄本本（（戸戸籍籍のの全全部部事事項項証証明明書書））

○世帯の状況を確認できる書類
・・世世帯帯全全員員のの住住民民票票

１ページ

すべての
方

○年金を受ける口座を明らかにできる書類
・請求者名義の預金（貯金）通帳のコピー

（金融機関名、支店（支所）名、口座名義人フリガナ、預金種
別、口座番号、貯金通帳記号番号等が記載されている面）

９ページでＡに該当した方はこちらをご覧ください。ＡＡ

９ページでＢに該当した方はこちらをご覧ください。ＢＢ

いずれか

の書類

いずれかの

書類（コピー）

いずれか

の書類

いずれかの

書類（コピー）

いずれかの

書類（コピー）

10

・公金受取口座を指定す
る場合は通帳のコピーや
受取機関の証明は不要
です。

・公金受取口座を指定す
る場合は通帳のコピーや
受取機関の証明は不要
です。

請求者が、加給年金対象者と同一世帯でない場合は、１２ページをご確認ください。

▷なお、収入または所得の全額が源泉徴収票で確認できる場合は、
源泉徴収票を添付書類とすることが可能ですが、その場合には、
ほかに収入または所得がない旨の請求者本人の申立書（任意の
様式です。）の添付があわせて必要となります。

・所得証明書
・課税（非課税）証明書

4
１１ページ
６．（１）
　　（２）

障害の状
態にある
子がいる
方

○障害の状態を明らかにできる書類
①①医医師師ままたたはは歯歯科科医医師師のの診診断断書書

②②レレンントトゲゲンンフフィィルルムム
障害の状態にある子の傷病が次の傷病に該当する場合
・呼吸器系結核
・肺化のう症
・けい肺（これに類似するじん肺症を含む）

③③そそのの他他認認定定ままたたはは審審査査にに際際しし必必要要とと認認めめらられれるるもものの

・診断書は所定の用紙に
なります。
・子が特別児童扶養手当
の支給対象者であり、特
別児童扶養手当の直近
の診断書（コピー）を提出
できる場合は、左の①を
省略できることがありま
す。

5
９ページ
５．（２）

番
号

「年金請求書」
の該当ページ

該当する方 添付する書類 備考欄 チェック欄

（１）で
「はい」と
答えた方

（２）で
「はい」と
答えた方

○配偶者（子）の年収が、ご本人の年金の受給権（年金を受け
る権利）が発生したときから、おおむね５年以内に８５０万円未
満となることを証明できる書類

①①退退職職年年齢齢をを明明ららかかににででききるる勤勤務務先先のの就就業業規規則則等等（（ココピピーー））

②②請求する年の前年の配配偶偶者者（（子子））のの収収入入ままたたはは所所得得がが
確確認認ででききるる書書類類
・所得証明書
・課税（非課税）証明書
・源泉徴収票　など

・請求書の９ページで配
偶者（子）のマイナンバー
を記入した場合は、「収
入または所得が確認でき
る書類」の添付は不要で
す。

・収入または所得がない
場合であってもそのこと
を確認できる書類（非課
税証明書等）が必要で
す。

・左に掲げた書類は、こ
のパンフレットの１２ペー
ジの「収入に関する認定
書類」のうちいずれかの
書類に代えることができ
ます。
なお、義務教育終了前の
子については、添付は不
要です。

・複数の収入または所得
がある場合（例えば、給
与と不動産収入等）は、
すべての収入が確認でき
る書類（所得証明書等）
を添付してください。

○請求する年の前年の配配偶偶者者（（子子））のの収収入入ままたたはは所所得得がが
確確認認ででききるる書書類類

いずれか

の書類

前ページ番号２．３からの続きです。ＢＢ

加加給給年年金金額額ととはは
厚生年金保険の被保険者期間（１号から４号まで全ての被保険者期間の合計）が２４０月以上である老齢厚生年

金の受給権を有する方（受給権者）によって生計を維持されている配偶者または子がいるときは、原則として６５歳

から加給年金額が加算されます。

加給年金額の対象となるかどうか（生計維持関係にあるかどうか）の判断は次の２つのいずれの要件も満たして

いる時に生計維持関係があると認められます。

①生計を共にしていること（同居していること）

②恒常的な年収が８５０万円（または、所得額が６５５万５千円）未満であること

加加給給年年金金額額のの加加算算対対象象ととななるる配配偶偶者者ままたたはは子子ととはは
配偶者については、６５歳未満の方。

子については、１８歳に達した日以後の最初の３月３１日までの間にあるか、または２０歳未満で障害の程度が１

級または２級に該当し、かつ、婚姻していない方となります。

いずれかの書類

1110 11



単身赴任による別居の場合
辞令の写し、出向命令の写し、単身赴任手当が分かる証明書の
写しなど

就学による別居の場合 学生証の写し、在学証明書など

病気療養・介護による別居の場合 入院・入院証明、入院・入所に係る領収書等の写しなど

子

提示（提出）する書類
※下記の書類はコピーを添付してください。

健康保険または共済組合等の被扶養者であることを明らかにすること
のできる健康保険被保険者証または組合員証等（保険者番号及び記号・
番号等を判別、復元できないようマスキング（黒塗り等）してください。）

住民票上世帯を別にしているが、住所が住民票上同一であるとき。

国民年金第３号被保険者

義務教育終了前の者

健康保険等の被扶養者
（国民健康保険は該当しません）

高等学校等在学中の者 在学証明書または学生証

書類は不要

国民年金保険料免除該当通知書または国民年金保険料免除申請承
認通知書

保護開始決定通知書

健康保険または共済組合等の被扶養者であることを明らかにすること
のできる健康保険被保険者証または組合員証等（保険者番号及び記号・
番号等を判別、復元できないようマスキング（黒塗り等）してください。）

事項
提出する書類

※下記の書類はコピーを添付してください。

税法上の扶養親族になっている場合

定期的に送金がある場合

被扶養者であることを明らかにすることのできる健康保険被保険
者証または組合員証等（保険者番号及び記号・番号等を判別、復
元できないようマスキング（黒塗り等）してください。）

給与明細または賃金台帳等

源泉徴収票または課税（非課税）証明書等

定期的に送金されていたことのわかる現金書留の封筒または預
貯金通帳等

健康保険等の被扶養者になっている場合
（国民健康保険は該当しません）

給与計算上、扶養手当等の対象になっている場合

提出する書類

生計同一関係に関する申立書、又は
別世帯となっていることについての理由書（任意様式）

　（次のいずれかの書類をご用意ください。）

単身赴任、就学または病気療養等のやむを得ない事情により住所が
住民票上異なっているが、その事情が消滅したときは、日常生活を共
にし、生活上の家計を一つにするとき。
例）①生活費、療養費等の経済的な援助が行われている場合

②定期的に音信、訪問が行われている場合

（※）第三者の証明書に代わる書類について

認定対象者の状況区分

住所が住民票上異なっているが、現に日常生活を共にし、かつ生活上
の家計を一つにしているとき。 生計同一関係に関する申立書

（注）同申立書の中の第第三三者者にによよるる証証明明欄欄の証明については、以下
の書類に代えることができます。

〇 「生計同一関係に関する申立書」が必要な場合、このパンフレット
の１５ページの＜お問い合わせ先＞までご連絡ください。

認定対象者 認定対象者の状況

配偶者

健康保険等の被扶養者
（国民健康保険は該当しません）

第３号被保険者認定通知書（第３号被保険者資格該当通知書）
または
年金手帳（第３号被保険者である旨の記載があるものに限る）

国民年金保険料免除者

生活保護受給者

収入に関する認定書類（このパンフレットの１１ページの番号４）

請求する年の前年の収入または所得が確認できる書類は、次のいずれかで代用できます。

なお、請求書の９ページで配偶者（子）のマイナンバーを記入した場合は添付不要です。

同一世帯でない場合の生計同一に関する書類（このパンフレットの１０ページの番号３）

12

老齢年金は、所得税法の規定により、その支払いを受ける際に源泉徴収が行われます。

チェック欄

6
７ページ
４．（２）
　　①

雇用保険
被保険者
番号を記
入した方

【すべての方】
・雇用保険被保険者証（コピー）

以下に該当する方は、別途添付書類が必要となります。

【雇用保険法に基づく求職の申し込みをしている方】

【高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を受給中の方】
・高年齢雇用継続給付支給決定通知書（コピー）

「雇用保険被保険
者証」を紛失した
方は、ハローワー
クで再発行のう
え、ご記入くださ
い。

番
号

「年金請求書」
の該当ページ

該当する方 添付する書類 備考欄

２．雇用保険関係書類

雇用保険に加入したことがあ

りますか。

スタート

はい

最後に雇用保険の被

保険者でなくなった日

から７年以内ですか。

はい

雇用保険関係書類は必要ありません。

なお、「年金請求書」７ページの事由書は、「ア」また

は「イ」を○で囲み、氏名欄に氏名を記入してくださ

い。
※公務員であったため雇用保険に加入していない方は

「イ」を○で囲み、氏名欄に氏名を記入してください。

下欄（番号６）をご

覧ください。

複数の雇用保険被保険者番号をお持ちの方は、最新の雇用保険被保険者番号を確認できるものを添付してください。

雇用保険被保険者証に関するご不明な点は、勤務先またはハローワークにお問い合わせください。

いいえ

年金からの所得控除（寡婦控除、障害者

控除、配偶者控除、扶養控除などの人

的除）をを希望しますか。

スタート

３．扶養親族等申告書（「年金請求書」の１５ページ）

はい

「年金請求書」の１４ページを確認し、扶養親族等

申告書（「年金請求書」の１５ページ）を記入のう

え、ご提出ください。

なお、提出する際には、ご本人の個人番号（マイ

ナンバー）に関する確認書類が必要となりますの

で、ご注意ください（次ページを参照ください）。

扶養親族等申告書（「年金請求書」の１５ページ）は、記入をせずにご提出ください。

※記入がない場合でも、本人分の公的年金控除・基礎控除は適用となります。

いいえ

雇用保険関係書類は必要ありません。

なお、「年金請求書」７ページの事由書は、「ウ」

を○で囲み、氏名欄に氏名を記入してください。

いいえ

13

・雇用保険受給資格者証 （両面のコピー） または雇用保険受給資格

通知 （両面のコピー）
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単身赴任による別居の場合
辞令の写し、出向命令の写し、単身赴任手当が分かる証明書の
写しなど

就学による別居の場合 学生証の写し、在学証明書など

病気療養・介護による別居の場合 入院・入院証明、入院・入所に係る領収書等の写しなど

子

提示（提出）する書類
※下記の書類はコピーを添付してください。

健康保険または共済組合等の被扶養者であることを明らかにすること
のできる健康保険被保険者証または組合員証等（保険者番号及び記号・
番号等を判別、復元できないようマスキング（黒塗り等）してください。）

住民票上世帯を別にしているが、住所が住民票上同一であるとき。

国民年金第３号被保険者

義務教育終了前の者

健康保険等の被扶養者
（国民健康保険は該当しません）

高等学校等在学中の者 在学証明書または学生証

書類は不要

国民年金保険料免除該当通知書または国民年金保険料免除申請承
認通知書

保護開始決定通知書

健康保険または共済組合等の被扶養者であることを明らかにすること
のできる健康保険被保険者証または組合員証等（保険者番号及び記号・
番号等を判別、復元できないようマスキング（黒塗り等）してください。）

事項
提出する書類

※下記の書類はコピーを添付してください。

税法上の扶養親族になっている場合

定期的に送金がある場合

被扶養者であることを明らかにすることのできる健康保険被保険
者証または組合員証等（保険者番号及び記号・番号等を判別、復
元できないようマスキング（黒塗り等）してください。）

給与明細または賃金台帳等

源泉徴収票または課税（非課税）証明書等

定期的に送金されていたことのわかる現金書留の封筒または預
貯金通帳等

健康保険等の被扶養者になっている場合
（国民健康保険は該当しません）
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老齢年金は、所得税法の規定により、その支払いを受ける際に源泉徴収が行われます。

チェック欄

6
７ページ
４．（２）
　　①
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・高年齢雇用継続給付支給決定通知書（コピー）

「雇用保険被保険
者証」を紛失した
方は、ハローワー
クで再発行のう
え、ご記入くださ
い。

番
号

「年金請求書」
の該当ページ

該当する方 添付する書類 備考欄
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から７年以内ですか。

はい

雇用保険関係書類は必要ありません。

なお、「年金請求書」７ページの事由書は、「ア」また

は「イ」を○で囲み、氏名欄に氏名を記入してくださ

い。
※公務員であったため雇用保険に加入していない方は

「イ」を○で囲み、氏名欄に氏名を記入してください。
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13

・雇用保険受給資格者証 （両面のコピー） または雇用保険受給資格

通知 （両面のコピー）
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○退職一時金の返還制度の概要

退職一時金は、昭和５４年１２月までに組合員期間が２０年未満で退職された方に支払われていた給付です。

昭和６１年４月に行われた共済年金制度の改正により、過去に退職一時金の支給を受けた方の組合員期間に

ついても、退職一時金を受けていなかった方と全く同じ計算方式による共済年金が支払われることになったため、

同一の組合員期間について年金と退職一時金の二重の給付が行われるのを防止するための措置として、退職

一時金の返還制度が実施されることになりました。

ただし、退職一時金の全額の支給を受けている場合（将来の年金を受けるための財源を残していない場合）に

限っては、その退職一時金の基礎となった加入していた期間と、それ以外の公務員期間に係る厚生年金保険の

被保険者期間（第２号及び第３号厚生年金被保険者期間）とを合計しても２０年未満の場合には、退職一時金の

基礎となった期間は年金額の計算の算定基礎にはなりませんので、その期間に基づいて受給した退職一時金

については返還する必要はありません。

「個人番号（マイナンバー）」を記入する際の注意事項

○１・１５ページに請求者本人のマイナンバーを記入された場合は、マイナンバーが正しい番号であることの

確認（番号確認）および提出する方が番号の正しい持ち主であることの確認（身元（実存）確認）が必要な

ため、以下の（１）および（２）に掲げる書類（郵送による場合は書類の写し）をご提出ください。

なお、配偶者、子および扶養親族の番号確認・身元（実存）確認書類の提出は必要ありません。

（１）番号確認

マイナンバーが正しい番号であることの確認（番号確認）のため、次に掲げる書類が必要となります。

次の①～③のいずれか１点

①マイナンバーカード（個人番号カード）の裏面

②通知カード（氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る）

③住民票の写しまたは住民票記載事項証明書（ともにマイナンバーが記載されたもの）

（２）身元（実存）確認

身元（実存）確認のため、次の①または②に掲げる書類についてはいずれか１点、③に掲げる書類（①ま

たは②の書類がご用意できないとき）については２点以上ご提出ください。

①マイナンバーカード（個人番号カード）の表面

②運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、

療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、税理士証票、顔写真付き身分証明書（社員証、

資格証明書等）、戦傷病者手帳

③公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、

顔写真なしの身分証明書（社員証、資格証明書等）、国税・地方税・社会保険料・公共料金の

領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し（謄本もしくは抄本も可）、住民票

の写し、住民票記載事項証明書、納税通知書、源泉徴収票

○マイナンバーをご記入いただいていない場合であっても、ご提出いただいた住民票情報等を基に、マイナ
ンバー法に基づき、マイナンバーを登録させていただきます。

○公的医療保険の被保険者証の写しをご提出いただくときは、保険者番号及び記号・番号等を判別、復元

できないようマスキング（黒塗り等）してください。�

14

過去に退職一時金を受けた方は、別途、「退職一時金受給額の返還に係る項目

（返還申出書）」の提出をお願いすることになります。あらかじめご了承願います。

　あなたが組合員として勤務されたことがあり、退職時に退職一時金を支払われたことがある場合、老齢
厚生（退職共済）年金の受給権（年金を受ける権利）を有することになったときは、この退職一時金の額に
利子に相当する額を加えた金額を返還していただくことになります。

「公金受取口座」について（年金受取口座として公金受取口座を利用する場合）

○　公金受取口座登録制度とは

　●　公金受取口座登録制度とは、皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の

　　受取のための口座とし、国（デジタル庁）に任意で登録していただく制度です。

　●　公金受取口座の登録、登録状況の確認や登録口座の変更、登録の抹消を行う場合は、マイナポータルから

　　お手続きください。

○　年金受取口座として公金受取口座を利用する場合の注意点

　●　公公金金受受取取口口座座のの登登録録口口座座をを変変更更ししててもも、、年年金金のの受受取取口口座座はは変変更更さされれまませせんん。。

　●　年金の受取口座を変更する場合には、公金受取口座の変更手続とは別に届書の提出が必要です。

14
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　●　公公金金受受取取口口座座のの登登録録口口座座をを変変更更ししててもも、、年年金金のの受受取取口口座座はは変変更更さされれまませせんん。。

　●　年金の受取口座を変更する場合には、公金受取口座の変更手続とは別に届書の提出が必要です。

○ 老老齢齢厚厚生生年年金金をを受受けけてていいるる方方がが厚厚生生年年金金保保険険のの被被保保険険者者等等（（注注））ととななっってていいるるととききはは、、「「年年
金金のの月月額額」」とと「「賃賃金金のの月月額額」」のの合合計計額額にに応応じじてて、、年年金金のの一一部部ままたたはは全全部部のの支支給給がが停停止止さされれるる

場場合合ががあありりまますす。。

（注）厚生年金保険の被保険者等とは、次の方をいいます。

・ 厚生年金保険の被保険者または７０歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務し

ている方

・ 国会議員または地方議会の議員

○ 老老齢齢厚厚生生年年金金をを受受けけてていいるる方方がが雇雇用用保保険険のの基基本本手手当当（（船船員員保保険険はは失失業業保保険険金金））、、高高年年齢齢雇雇
用用継継続続給給付付をを受受けけてていいるるととききはは、、年年金金のの一一部部ままたたはは全全部部のの支支給給がが停停止止さされれまますす。。

○ 次次ののいいずずれれかかにに該該当当しし、、かかつつ退退職職ししてていいてて厚厚生生年年金金保保険険のの被被保保険険者者ででなないい方方はは、、特特例例にによよ
りり年年金金額額がが増増額額ととななるる場場合合ががあありりまますす。。 たただだしし、、老老齢齢基基礎礎年年金金のの繰繰上上げげをを請請求求ししたた方方はは、、

①①おおよよびび②②のの特特例例はは適適用用さされれまませせんん。。

①厚生年金保険法に定める１級から３級の障害の状態にある方

「年金請求書」をご提出される実施機関へお申出ください。

②厚生年金保険の加入期間が４４年以上（公務員共済の加入期間のみで４４年以上）ある方

この特例については、別途手続きの必要はありません。

○ ６６５５歳歳かからら支支給給さされれるる老老齢齢基基礎礎年年金金はは、、請請求求にによよりり繰繰りり上上げげてて受受けけるるここととががででききまますす。。
▪ 繰上げ支給の老齢基礎年金は請求を行った月の翌月分から日本年金機構が支給します。

▪ 繰上げ支給の請求を行った場合には、年金額が減額されます。
▪ 老齢基礎年金の繰上げ請求に関する詳しいことについては、最寄りの年金事務所にお問い合わせ

ください。�

年金の支給停止や特例等について

＜＜おお問問いい合合わわせせ先先＞＞

国国家家公公務務員員共共済済組組合合連連合合会会年年金金部部

〒〒１１００２２－－８８００８８２２ 東東京京都都千千代代田田区区九九段段南南１１－－１１－－１１００ 九九段段合合同同庁庁舎舎

ＫＫＫＫＲＲ年年金金相相談談ダダイイヤヤルル ００５５７７００－－００８８００－－５５５５６６＜＜ナナビビダダイイヤヤルル＞＞

００５５７７００ににおおかかけけににななれれなないい場場合合（（００５５００でで始始ままるるおお電電話話かかららのの発発信信ななどど））等等

００３３－－３３２２６６５５－－８８１１５５５５＜＜一一般般電電話話＞＞

受受付付時時間間 月月～～金金曜曜日日 ９９：：００００～～１１７７時時３３００分分

○○土土日日祝祝日日、、年年末末年年始始ははごご利利用用ででききまませせんん

○○おおかかけけ間間違違いいののなないいよよううおお願願いいししまますす

国国家家公公務務員員共共済済組組合合連連合合会会ホホーームムペペーージジでで年年金金にに関関すするる届届出出、、手手続続きき案案内内ななどどををごご覧覧いいたただだけけまますす。。

https://www.kkr.or.jp/nenkin/

kkr年年金金 検検索索
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